


航路以外に経
路が指定され

ました

明石海峡航路
付近では

ＶＨＦを聴取
して下さい

２ 海上交通安全法第２５条に基づく航行経路

各航行経路の詳細は、お問い合わせ先ホームページの平成２２年海上保安庁告示第９２号をご覧下さい


